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告 示
栃木県告示第330号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定によ
り、医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定に
より次のとおり告示する。
　　令和８（2026）年６月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

令和８（2026）年３月７日 たむら歯科医院 小山市中久喜１-４-12

令和８（2026）年４月１日 医療法人社団愛康会　杉村病院 小山市城山町２-７-18

令和８（2026）年４月１日 本山歯科医院 真岡市大谷台町24

令和８（2026）年４月１日 かんのクリニック 下野市薬師寺3311-309

令和８（2026）年４月１日 ひまわり調剤薬局 下都賀郡野木町友沼5320-４

令和８（2026）年５月１日 おやま在宅歯科 小山市宮本町３-３-26

令和８（2026）年５月１日 なかだわらデンタルクリニック 大田原市中田原659-９
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令和８（2026）年５月１日 こいけ呼吸器内科クリニック 塩谷郡高根沢町光陽台六丁目５-９

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第331号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第55条第１項の規
定により医療扶助又は医療支援給付のための施術を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規
定により次のとおり告示する。
　　令和８（2026）年６月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

指 定
年 月 日

施 術 者 施 術 所

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

令 和 ８
（2026）年
４月27日

福本　繁幸 けやきの森治療院　
西宮町院

足利市西宮町3793-24

（地域福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第332号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年６月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日
自立支援医療
の 種 類

ひまわり調剤薬局 下都賀郡野木町友沼
5320-４

総合メディカル株式会社
代表取締役
多田　荘一郎

令和８（2026）年
４月１日

育成医療及び
更生医療

クリエイト薬局　
ジョイホン小山駅
前店

小山市駅東通り２-３-
15ジョイホン小山駅前
店１階

株式会社クリエイトエ
ス・ディー　
代表取締役
瀧屋　幸彦

令和８（2026）年
６月１日

育成医療及び
更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第333号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年６月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日
自立支援医療
の 種 類

ピノキオ薬局　関
堀店

宇都宮市関堀町606-３ 株式会社ピノキオ薬局
代表取締役

令和８（2026）年
６月１日

精神通院医療
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田中　友和

芦野調剤薬局 那須郡那須町芦野
1469-264

有限会社日本メディカル
代表取締役
佐野　恭広

令和８（2026）年
６月１日

精神通院医療

クリエイト薬局　
ジョイホン小山駅
前店

小山市駅東通り２-３-
15ジョイホン小山駅前
店１階

株式会社クリエイトエ
ス・ディー
代表取締役
瀧屋　幸彦

令和８（2026）年
６月１日

精神通院医療

訪問看護ステー
ションアライズ栃
木

栃木市平柳町１-２-４
ＫＵＲＡショップＣ

合同会社Ｈｅａｌｉｎｇ
Ｐｅｒｓｏｎ
代表社員
野口　聡

令和８（2026）年
６月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第334号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和８（2026）年６月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日
自立支援医療
の 種 類

はなまる訪問看護
リハビリステー
ション

宇都宮市下岡本町
4520-13みなみハイツ
102号（宇都宮市駒生
町 832-29レジデンス
中村105）

株式会社日翔テクノ
代表取締役
河原﨑　広宜

令和７（2025）年
12月１日

精神通院医療

　※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第335号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定によ
り次の指定自立支援医療機関がその指定を辞退したので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和８（2026）年６月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定辞退年月日
自立支援医療
の 種 類

石橋総合病院 下野市下古山１-15-４ 社会医療法人　友志会
理事長　
正岡　太郎

令和８（2026）年
５月31日

育成医療及び
更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第336号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定によ
り次の指定自立支援医療機関がその指定を辞退したので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和８（2026）年６月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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名 称 所 在 地 開 設 者 名 辞退年月日
自立支援医療
の 種 類

ふれあい漢方内科 下野市文教１-２-28 田中　康文 令和８（2026）年
５月31日

精神通院医療

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第337号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和８（2026）年６月５日から同年７月６日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和８（2026）年６月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　那須黒羽茂木線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

27
前

大田原市久野又字地蔵田367から
大田原市北野上字高戸屋383-１まで

7.9 ～ 16.1 467.0

後
大田原市久野又字地蔵田367から
大田原市北野上字高戸屋383-１まで

12.8 ～ 30.6 467.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第338号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和８（2026）年６月５日から同年７月６日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和８（2026）年６月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

306
一 般 県 道
西那須野薄葉線

那須塩原市太夫塚３丁目205-36から
那須塩原市太夫塚３丁目221-11まで

令和８（2026）年
６月５日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜となったことを発見し
た旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年６月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

家畜伝染病
の 種 類

家 畜 の
種 類

患畜又は疑似
患畜の区分

頭羽群数
発生の場所
又 は 区 域

発 生 年 月 日
経過及び
転 帰

ヨーネ病 牛 患畜 ３頭 那須町 令和８（2026）年５月21日 法令殺



（435）栃 木 県 公 報 第710号令和８（2026）年６月５日　金曜日

発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────


